
 

 

 

 

依頼者へのご案内 
 

 

 

 

ボランティアへの報酬は必要ありません。 

ボランティア活動で気づいたことは、ボランティアセンターへ 

継続、ボランティアが必要な際は、その旨をお伝えください。 

 

＜ご理解いただきたいこと＞ 

 ●作業中に余震が発生した場合の作業の中断 

● 作業終了時間のお願い 

 センターへの帰所時間 １６時００分まで 

 ●休憩時間の必要性（１時間に１回１０分） 

 ●トイレの借用のお願い 

 ●お断りする作業 

  ・営利行為、政治的、宗教的活動へのお手伝い 

  ・リーダーが危険と判断する作業（例：高所作業など） 

     

 

 

 

狭山市災害ボランティアセンター 

狭山市入間川２－４－１３（狭山市社会福祉会館内） 

電   話：０４－２９５４－０２９４ 

ファックス：０４－２９５４－４３４３ 

（様式３） 

送り出し係 リーダー ⇒ 依頼者へ  


